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処分の概要 過料

例 規 名

根 拠 条 項
名寄市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 第21条

例 規 番 号 令和2年名寄市水道事業管理規程第4号

【根拠条文】

(過料)

第21条 市長は、受益者がこの規則に規定する申告を正当の理由なく提出せず、又は虚偽の申

告をした者に対して2,000円以下の過料に処する。

【基準】

根拠条文に同じ。

備考

名寄市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に準用あり。
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